
定住促進船員家賃補助金

対象者：市外からの転入者（50歳以下）
交付額：月額2万円（最大24月）
申請時期：年度毎に申請

転入者とは？
・初めて転入した者

・本市に住民登録をした

新たに市外から転入した者で市内海運事業者に雇用されている者が、民間
の借家等の家賃等家賃等家賃等家賃等のののの支払支払支払支払いにいにいにいに要要要要するするするする経費経費経費経費のののの一部一部一部一部を補助する。

転
・本市に住民登録をした
日の年齢が50歳以下

・市内海運事業者に常
時雇用されている者
・市税等の滞納がない者

※※※※海技免許海技免許海技免許海技免許のののの有無有無有無有無はははは問問問問
わないわないわないわない
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①交付申請（転入及び就職後）年度毎

②補助金交付決定（補助金額の通知）

③実績報告書（翌年度の4月15日まで）

④補助金交付確定（補助金額の確定）

⑤補助金請求書の提出
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交付対象
10月～3月 ③⑤

翌年度交付対象
4月～3月 当初予算計上

H28.4.1以降雇用者対象


